
平成 27年 3月第 2回境港市選挙管理委員会会議録 

招集年月日 平成 27年 3月 2日（月） 

招集場所 境港市役所分庁舎 選挙管理委員会事務局 

開会時間 午前 9時 

出席委員 大古戸 宏  西村裕子  高梨﨑男 （欠席  三代 智委員） 

委員長から説明のため出席を求められた者 なし 傍聴者 なし 

会議書記氏名 高木 健 事務局長確認  

提出議案 

（１）永久選挙人名簿関係議案 

議案第４号 選挙人名簿から抹消すべき者の決定について 

（２）定時登録関係議案 

 議案第５号  選挙人名簿に登録すべき者の決定について 

議案第６号 選挙権を有する者の総数の「50分の 1」の数、「6分の 1」 

の数及び「3分の 1」の数について 

（３）鳥取県知事選挙及び県議会議員選挙関係議案 

 議案第７号 登録の移替えを行うことについて 

 議案第８号 ポスター掲示場の設置場所の決定について（知事） 

 議案第９号 不在者投票の事務取扱場所を定めることについて 

 議案第 10号 期日前投票所の場所を定めることについて 

 議案第 11号 投票所を設ける場所を定めることについて 

 議案第 12号 開票を行う場所及び日時を定めることについて 

 議案第 13号 開票立会人のくじを行う場所及び日時を定めることについて 

 議案第 14号 氏名表の掲載順序のくじを行う日時及び場所を定めることに 

ついて 

議案第 15 号 投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を郵便等をもっ

てより発送できる日を定めることについて 

議案第 16号 ポスター掲示場の設置場所の決定について（県議） 

議案第 17号 選挙事務従事者の選任について 
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ただ今より委員会を開会します。議案の説明をお願いします。 

 

【議案第４号】 

 死亡 26人、転出 43人、計 69人を名簿から抹消するものです。 

【議案第５号・６号】 

 転入 168 人、新成人 81 人、計 249 人を新たに登録し、結果、名簿登録者数

29,109人を 50、6、3で除した各々の数を定めるものです。 
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ただ今の説明について何か質疑がございませんか。 

 

・・・異議なしの声・・・ 

 

 議案第４号から６号は原案のとおり決定しました。 

 引続き議案の説明をお願いします。 

 

【議案第７号～17号】 

本年 4月 12日執行予定の鳥取県知事選挙及び鳥取県議会議員一般選挙 

関係の各種事項を定めるものです。 

 

ただ今の説明について何か質疑がございませんか。 

 

・・・異議なしの声・・・ 

 

議案第７号から第 17号まで、原案のとおり可決いたしました。 

本日の議案は以上です。引き続き経過および事務報告をお願いします。 

 

経過および今後の予定等を説明 

【経 過】 

２月１７日 委員長・事務担当者会議（県庁） 

   ２３日 投開票速報担当者会議（県庁） 

 ２３日～  農業委員会委員選挙人名簿の縦覧 

  ３月９日 

 ３月 ２日 委員会（定時登録議案ほか） 

３日～７日 選挙人名簿の縦覧 

 

【今後の予定】 

３月１６日 明るい統一地方選挙推進大会（倉吉市） 

  ２０日 選挙事務担当者会議（県庁） 

２５日 委員会（知事選の挙時登録ほか） 

２６日 知事選の告示日、選挙人名簿縦覧（選挙時登録分） 

氏名表掲載順序のくじの執行（委員長） 

２７日 知事選の期日前・不在者投票開始   

   ３１日 農業委員会委員選挙人名簿確定 
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  ４月２日 委員会（県議選の選挙時登録ほか） 

 

４月３日 県議選の告示日、選挙人名簿縦覧（選挙時登録分） 

氏名表掲載順序のくじの執行（委員長） 

    ４日 県議選の期日前・不在者投票開始 

    ５日 街頭啓発 

    ９日 投票管理者等説明会（委員長） 

       開票立会人のくじの執行（委員長） 

   １１日 委員会（選挙人名簿の最終調製） 

   １２日 投票日 

１５日 開票録を県庁に持参 

 

～全委員了承～ 

 

次回委員会は 3月 25日です。時間は前回決定したとおり午後 5時開始 

ですので、よろしくお願いします。 

 

それでは次回委員会は 3月 25日の午後 5時から開始いたします。 

本日の委員会を閉会いたします。 

 

 

 

この委員会の記録は真正なものと認め署名する。 
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